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             開 会  午前１０時００分 

○議長（小松則明君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員数は12名であります。定足数に達しておりますので、令和７年３

月大槌町議会定例会を開会いたします。 

  これより本日の会議を開きます。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（小松則明君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、議長において指名いたします。

６番、佐々木慶一君及び７番、澤山美恵子君を指名いたします。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第２ 会期の決定 

○議長（小松則明君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から３月14日までの16日間としたいと

思いますが、これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

○議長（小松則明君） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日から３月14日までの

16日間と決定いたしました。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第３ 諸般の報告 

○議長（小松則明君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  初めに、議長の報告を行います。 

  議会閉会中における動向につきましては、その概要を取りまとめ、お手元に配付して

おりますので御覧願います。 

  次に、本日までに受理した請願はありません。 

  陳情等につきましては、お手元に配付の資料のとおりですので報告いたします。 

  以上で、私からの諸般の報告を終わります。 

  続いて、釜石大槌地区行政事務組合議会、岩手沿岸南部広域環境組合議会、岩手県後

期高齢者医療広域連合議会の報告については、お手元に配付しております概要報告のと

おりですので御覧願います。 
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 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第４ 町長並びに教育長施政方針演述 

○議長（小松則明君） 日程第４、町長並びに教育長施政方針演述を行います。 

  初めに、町長の演述を求めます。町長。御登壇願います。 

○町長（平野公三君） 〔演述書のとおり〕 

○議長（小松則明君） 次に、教育長の演述を求めます。教育長、御登壇願います。 

○教育長（松橋文明君） 〔演述書のとおり〕 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第 ５ 報告第 １号 「大槌町地域公共交通計画」の変更に係る報告について 

  日程第 ６ 報告第 ２号 「元気活きいき大槌21プラン（第３次）」の策定に係る

報告について 

  日程第 ７ 報告第 ３号 「第３期大槌町子ども・子育て支援事業計画」の策定に

係る報告について 

  日程第 ８ 報告第 ４号 「大槌町教育大綱」の策定に係る報告について 

  日程第 ９ 諮問第 １号 人権擁護委員の推薦について 

  日程第１０ 諮問第 ２号 人権擁護委員の推薦について 

  日程第１１ 諮問第 ３号 人権擁護委員の推薦について 

  日程第１２ 諮問第 ４号 人権擁護委員の推薦について 

  日程第１３ 議案第 ２号 大槌町教育委員会の教育長の任命に関し同意を求めるこ

とについて 

  日程第１４ 議案第 ３号 大槌町教育委員会の委員の任命に関し同意を求めること

について 

  日程第１５ 議案第 ４号 大槌町一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正

する条例について 

  日程第１６ 議案第 ５号 大槌町課室設置条例の一部を改正する条例について 

  日程第１７ 議案第 ６号 大槌町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一

部を改正する条例について 

  日程第１８ 議案第 ７号 大槌町特定個人情報保護条例の一部を改正する条例につ

いて 

  日程第１９ 議案第 ８号 大槌町総合計画審議会条例の一部を改正する条例につい
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て 

  日程第２０ 議案第 ９号 大槌町町税条例の一部を改正する条例について 

  日程第２１ 議案第１０号 大槌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例について 

  日程第２２ 議案第１１号 大槌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並び

に特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例について 

  日程第２３ 議案第１２号 大槌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に

ついて 

  日程第２４ 議案第１３号 大槌町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の

一部を改正する条例について 

  日程第２５ 議案第１４号 大槌町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準

並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を

改正する条例について 

  日程第２６ 議案第１５号 大槌町監査委員条例の一部を改正する条例について 

  日程第２７ 議案第１６号 工事請負契約の締結について 

  日程第２８ 議案第１７号 工事請負契約の締結について 

  日程第２９ 議案第１８号 財産の処分について 

  日程第３０ 議案第１９号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画を定めることにつ

いて 

  日程第３１ 議案第２０号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画を定めることにつ

いて 

  日程第３２ 議案第２１号 令和６年度大槌町一般会計補正予算（第９号）を定める 

               ことについて 

  日程第３３ 議案第２２号 令和６年度大槌町国民健康保険特別会計補正予算（第２ 

               号）を定めることについて 

  日程第３４ 議案第２３号 令和６年度大槌町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

               を定めることについて 

  日程第３５ 議案第２４号 令和６年度大槌町水道事業会計補正予算（第２号）を定 
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               めることについて 

  日程第３６ 議案第２５号 令和６年度大槌町下水道事業会計補正予算（第２号）を 

               定めることについて 

  日程第３７ 議案第２６号 令和７年度大槌町一般会計予算を定めることについて 

  日程第３８ 議案第２７号 令和７年度大槌町国民健康保険特別会計予算を定めるこ 

               とについて 

  日程第３９ 議案第２８号 令和７年度大槌町介護保険特別会計予算を定めることに 

               ついて 

  日程第４０ 議案第２９号 令和７年度大槌町後期高齢者医療特別会計予算を定める 

               ことについて 

  日程第４１ 議案第３０号 令和７年度大槌町水道事業会計予算を定めることについ 

               て 

  日程第４２ 議案第３１号 令和７年度大槌町下水道事業会計予算を定めることにつ 

               いて 

○議長（小松則明君） 日程第５、報告第１号「大槌町地域公共交通計画」の変更に係る

報告についてから、日程第42、議案第31号令和７年度大槌町下水道事業会計予算を定め

ることについてまで、38件を一括議題といたします。 

  ただいま議題に供されました議案について、当局から提案理由の説明を求めます。 

  諮問第１号から諮問第４号並びに議案第２号から議案第３号については町長、それ以

外については総務課長から説明を求めます。町長。 

○町長（平野公三君） 本定例会におきまして、私からは６件の人事案件について、提案

理由及び内容説明をいたします。 

  諮問第１号から第４号の人権擁護委員の推薦については、人権擁護委員法に基づき、

議会の意見を求めるものであります。 

  諮問第１号は、大萱生修一委員が令和７年６月30日で任期満了となることから、引き

続きに委員に推薦したいので、議会の意見を求めるものであります。 

  諮問第２号は、赤﨑仁一委員が令和７年６月30日で任期満了となることから、新たに

栗澤 弘氏を推薦し、議会の意見を求めるものであります。 

  諮問第３号は、小林孝夫委員が令和７年６月30日で任期満了となることから、新たに

木村里美氏を推薦し、議会の意見を求めるものであります。 
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  諮問第４号は、三浦 一委員が令和７年６月30日で任期満了となることから、新たに

谷藤怜美氏を推薦し、議会の意見を求めるものであります。 

  なお、各委員の任期は令和７年７月１日から令和10年６月30日であります。 

  略歴については、別紙のとおりであり、人格、見識とも優れ、適格者と考えておりま

す。 

  議案第２号大槌町教育委員会の教育長の任命に関し同意を求めることについては、松

橋文明教育長が本年３月31日で任期満了となることから、引き続き教育長に任命したい

ので、議会の同意を求めるものであります。 

  任期は本年４月１日から令和10年３月31日までの３年間であります。 

  なお、略歴については別紙のとおりでありますが、人格、見識とも優れ、適格者と考

えております。 

  議案第３号、大槌町教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについては、谷

藤怜美氏が本年３月31日で任期満了となることから、引き続き委員に任命したいので、

議会の同意を求めるものであります。 

  任期は本年４月１日から令和11年３月31日までの４年間であります。 

  なお、略歴については別紙のとおりであり、人格、見識とも優れ、適格者と考えてお

ります。 

  以上、よろしく御審議の上、御同意くださるようお願い申し上げまして、提案理由の

説明といたします。 

○議長（小松則明君） 総務課長。 

○参事兼総務課長（藤原 淳君） 令和７年大槌町議会３月定例会における人事案件を除

く報告４件、議案28件につきまして、一括で提案理由を申し上げます。 

  報告第１号から第４号は、大槌町行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例に基

づき報告するものであります。 

  報告第１号は、「大槌町地域公共交通計画」の変更に係る報告について、報告第２号

は、「元気活きいき大槌21プラン（第３次）」の策定に係る報告について、報告第３号

は、「第３期大槌町子ども・子育て支援事業計画」の策定に係る報告について、報告第

４号は、「大槌町教育大綱」の策定に係る報告についてであります。 

  議案第４号大槌町一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例について

は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律が令和７年４月１日から施
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行され、国家公務員の旅費計算等に係る規定が政令で定められることから、本条例にお

ける引用先を政令に改めるものであります。 

  議案第５号大槌町課室設置条例の一部を改正する条例については、令和７年度重点施

策、人口減少に対応した地方創生への取組、地場産業拡充への取組等の推進体制を強化

するため、協働地域づくり推進課及び文化活動交流施設における事務分掌の見直し等、

所要の改正を行うものであります。 

  議案第６号大槌町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例

については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行う

ものであります。 

  議案第７号大槌町特定個人情報保護条例の一部を改正する条例については、行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、所

要の改正を行うものであります。 

  議案第８号大槌町総合計画審議会条例の一部を改正する条例については、大槌町総合

計画審議会の充実を図るため、委員の選出区分等を見直すことに伴い、所要の改正を行

うものであります。 

  議案第９号大槌町町税条例の一部を改正する条例については、道路交通法の一部改正

及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改

正に伴い、所要の改正を行うものであります。 

  議案第10号大槌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育

事業の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでありま

す。 

  議案第11号大槌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子

育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営

に関する基準等の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 

  議案第12号大槌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例については、指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 
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  議案第13号大槌町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条

例については、地方自治法の一部を改正する法律により、引用する条文の繰下げが生じ

ること及び下水道法の規定により、大槌町公共下水道事業計画の変更が認可されたこと

に伴い、所要の改正を行うものであります。 

  議案第14号大槌町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例については、水道法施行令及び水道

法施行規則が改正され、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件が緩和されるこ

とに伴い、所要の改正を行うものであります。 

  議案第15号大槌町監査委員条例の一部を改正する条例については、地方自治法の一部

を改正する法律により、引用する条文の繰下げが生じることに伴い、所要の改正を行う

ものであります。 

  議案第16号工事請負契約の締結については、大槌町防災行政無線設備更新工事に係る

変更契約であります。 

  議案第17号工事請負契約の締結については、吉里吉里町営住宅改修工事に係る変更契

約であります。 

  議案第18号財産の処分については、東日本大震災津波被災により建設した災害公営住

宅を、東日本大震災復興特別区域法に基づき譲渡するものであります。 

  議案第19号辺地に係る公共的施設の総合整備計画を定めることについては、金沢辺地

に係る総合整備計画の策定について、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上

の特別措置等に関する法律の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  議案第20号辺地に係る公共的施設の総合整備計画を定めることについては、徳並辺地

に係る総合整備計画の策定について、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上

の特別措置等に関する法律の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  議案第21号から25号までは、各会計の令和６年度補正予算であります。 

  議案第21号令和６年度大槌町一般会計補正予算（第９号）を定めることについては、

事業費精査等に伴い、歳入歳出予算を５億3,685万5,000円減額し、歳入歳出総額を122

億8,361万6,000円とするものであります。 

  第２条では、繰越明許費の追加７件、第３条では、地方債補正、変更４件であります。 

  議案第22号令和６年度大槌町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）を定めること

については、診療報酬支払保険者負担金等の増により、歳入歳出予算に7,175万8,000円
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を追加し、歳入歳出総額を16億7,705万円とするものであります。 

  議案第23号令和６年度大槌町介護保険特別会計補正予算（第３号）を定めることにつ

いては、介護サービス費等の計上に伴い、歳入歳出予算に6,306万3,000円を追加し、歳

入歳出総額を15億6,896万1,000円とするものであります。 

  議案第24号令和６年度大槌町水道事業会計補正予算（第２号）を定めることについて

は、事業費の精査に伴う補正であります。 

  収益的収入及び支出において、収入予定額から111万8,000円を減額し、予定額総額を

３億216万1,000円とし、支出予定額から1,175万8,000円を減額し、予定額総額を３億

5,482万円とするものであります。 

  また、資本的収入及び支出において、収入予定額から2,094万6,000円を減額し、予定

額総額を2,210万8,000円とするとともに、支出予定額から3,089万1,000円を減額し、予

定額総額を１億3,219万7,000円とするものであります。 

  議案第25号令和６年度大槌町下水道事業会計補正予算（第２号）を定めることについ

ては、事業費の精査に伴う補正であります。 

  収益的収入及び支出ですが、公共下水道事業において、収入予定額から3,200万1,000

円を減額し、予定額の総額を６億9,777万6,000円に、支出予定額から1,704万7,000円を

減額し、予定額総額を７億1,273万円とするものであります。 

  また、漁業集落排水処理事業において、収入予定額を85万2,000円減額し、予定額総

額を１億8,383万3,000円に、支出予定額を85万2,000円減額し、予定額総額を１億8,383

万3,000円とするものであります。 

  さらに、資本的収入及び支出ですが、公共下水道事業において、収入予定額から

1,004万円を減額し、予定額総額を４億3,005万5,000円に、支出予定額から1,436万

6,000円を減額し、予定額総額を５億545万円とするものであります。 

  漁業集落排水事業において、収入予定額から914万7,000円を減額し、予定額総額を

5,854万9,000円に、支出予定額から906万円を減額し、予定額総額を8,725万円とするも

のであります。 

  議案第26号から31号につきましては、各会計の令和７年度当初予算であります。 

  議案第26号令和７年度大槌町一般会計予算を定めることについては、歳入歳出予算の

総額を103億8,000万円と定めるものであります。 

  第２条では、債務負担行為10件、第３条では、地方債15件であります。 
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  議案第27号令和７年度大槌町国民健康保険特別会計予算を定めることについては、歳

入歳出予算の総額を13億3,968万6,000円と定めるものであります。 

  議案第28号令和７年度大槌町介護保険特別会計予算を定めることについては、保険事

業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14億9,430万9,000円、介護サービス

事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ942万4,000円と定めるものであり

ます。 

  議案第29号令和７年度大槌町後期高齢者医療特別会計予算を定めることについては、

歳入歳出予算の総額を１億6,151万8,000円と定めるものであります。 

  議案第30号令和７年度大槌町水道事業会計予算を定めることについては、収益的収入

及び支出の予定額を、収入で２億9,709万9,000円、支出で３億5,217万5,000円と定める

ものであります。 

  資本的収入及び支出の予定額については、収入で１億4,120万8,000円、支出で２億

3,770万8,000円と定めるものであります。 

  第５条では、企業債１件であります。 

  議案第31号令和７年度大槌町下水道事業会計予算を定めることについては、収益的収

入及び支出の予定額を、公共下水道事業においては、収入で７億2,534万8,000円、支出

で７億2,534万8,000円、漁業集落排水処理事業では、収入で１億8,239万7,000円、支出

で１億8,239万7,000円と定めるものであります。 

  また、資本的収入及び支出の予定額は、公共下水道事業においては、収入で４億

2,788万3,000円、支出で５億524万1,000円、漁業集落排水処理事業では、収入で5,523

万9,000円、支出で9,294万6,000円と定めるものであります。 

  第５条では、債務負担行為２件、第６条では、企業債１件であります。 

  以上、一括で提案理由を申し上げました。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小松則明君） 以上をもって、当局からの説明は終わりました。 

  皆様にお諮りいたします。後日予定しております予算特別委員会において、議事のス

ムーズな進行のため、前もって資料請求を受けたいと思いますが、これに御異議ござい

ませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

○議長（小松則明君） 御異議ありませんので、そのようにいたします。 

  それでは、３月３日月曜日午後５時までに必要な資料名を議会事務局へ申し出てくだ
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さい。 

  明日２月28日から３月３日までは議案思考のため休会とし、４日火曜日は午前10時よ

り再開いたします。 

  本日はこれをもって散会といたします。 

  御苦労さまでございました。 

             散 会  午前１１時１２分 

 


